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ノルド・ストリーム 2（以下、ＮＳ2）はロシアとドイツを結ぶ天然ガス・パイプライン
である。ロシア国営企業であるガスプロムの 100％⼦会社であるスイス企業ノルド・ストリ
ーム 2ＡＧが所有、運営する。バルト海底に敷設され、ウクライナを回避する。年間 550 億
⽴法メートルのガス輸送能⼒を有し、稼働すればノルド・ストリーム１と併せて輸送能⼒が
2 倍になるはずであった。ロシアと欧州を結ぶガス・パイプラインとして突出している。ガ
スプロムと、英・蘭、墺、仏、独の 5 社が半分ずつ投資する予定であった。EU は天然ガス
の輸⼊をロシアに依存している。元々、ソ連邦時代から欧⽶メジャーが現ロシア領域内の資
源開発に投資し、資源輸送システムを建設し、権益を確保しつつ、資源消費国である欧州諸
国と互恵的関係にあったのである。しかし、2014 年のクリミア併合以来、ロシアがウクラ
イナを更に侵略することが懸念された。⽶国が、特に、ＮＳ２に着⽬するのは、ロシアがヨ
ーロッパの天然ガス市場において、今後数⼗年に渡り⽀配的な市場占有率を獲得し、パイプ
ラインが迂回されることで、ウクライナ経済と政府を不安定にする恐れがあるからである。
かくて、ヨーロッパの資源安全保障に関わるのである。ＮＳ２は、2021 年 9 ⽉に完成し、
ウクライナを通過する天然ガスの⼀定の輸送量を確保することと引き換えにＮＳ2 の稼働
を認める条件闘争化していたようである。11 ⽉時点では、稼働に積極的であったドイツが
ドイツ領域内における運営認可⼿続を停⽌したが、いずれ認可されると予想されていた。 

ＮＳ２に関する⽶国の経済制裁は、2017 年アメリカの敵に対する制裁法（Countering 
America's Adversaries Through Sanctions Act)§232 と、2020 年改正 2019 年欧州エネルギ
ー安全保障法（Protecting Europe's Energy Security Act ）を根拠としている。悪名⾼い⼆
次的制裁を含み、ＥＵはこの部分を国際法に違反するものとして⾮難しており、ＮＳ２に対
してはＥＵ法の枠組みで対処するとしていた。この点のＥＵ法としては、2009 年第三次ガ
ス・パッケージの枠組みが重要であり、2009 年ガス指令を中⼼とする。ＥＵガス市場の競
争政策と資源安全保障を⽬的とする。2019 年改正により、ＮＳ2 への適⽤が明⽰された。 

この間、ロシアはＮＳ２の稼働を強く求めていた。2014 年に、ＥＵに対して、前記ガス・
パッケージに関するＷＴＯ紛争解決⼿続を申⽴て、パネル報告（WT/DS476/R）がロシア
の申⽴てを認めなかった。2019 年には、ＮＳ2ＡＧが EU 司法裁判所に対して、前記ガス指
令の取消訴訟を提起し、⼀般裁判所が排斥している（Case T-526/19）（上訴中）。同年、ハ
ーグ常設仲裁裁判所において、ＮＳ2ＡＧがＥＵに対して、エネルギー憲章条約に基づき、
国際投資仲裁を申し⽴てている（https://pca-cpa.org/en/cases/239/）。しかし、ロシア軍の
ウクライナ侵攻を受け、ＮＳ2ＡＧは、2022 年 2 ⽉ 23 ⽇に⾄りようやく⽶国制裁のための
OFAC による SDN リストに付け加えられ、報道によれば、ＮＳ2ＡＧが破産⼿続きの検討
に⼊ったとされている。 

報告では、⽶国制裁法と域外適⽤、特に⼆次的制裁について分析し、ＥＵガス指令の域外
適⽤問題について検討を加える。 
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１）本発表の要旨 

国際運送契約における危険品の申告義務は、安全な国際運送を⾏う上で重要な荷送⼈の
責任といえる。危険品の申告義務は、近時におけるわが国の商法改正の⽬⽟の⼀つとされた。
また、科学技術の進歩に伴い、化学品などの危険品の種類も増え、更に近年は地球環境に配
慮した Co2 削減の流れを受け、電気⾃動⾞導⼊拡⼤により、リチウムイオン電池の製造・
出荷が拡⼤している。リチウムイオン電池は、国連勧告でクラス 9 危険物に分類され、IATA
危険物規則（IATA DGR）や国際海上危険物規定（IMDG Code）等の要件を満たす必要が
ある製品であり、すでに同製品の発⽕により複数の航空機事故も発⽣している。本発表では、
国際運送における「危険品法理」の形成の歴史について説明し、合わせて、近時の法制の動
向も踏まえて、以下の構成で発表を⾏う。 

 
Ⅰ はじめに 
 ・近時における危険品運送を巡る事故等を紹介し、運送契約における危険品告知の重要

性について、導⼊説明する。 
Ⅱ 国際海上運送における危険品法理の形成 
 ・19 世紀以降の英国判例法における危険品法理形成について、重要な判例を例に挙げ、

現在でも議論される主要な論点について説明する。 
 ・国際海運条約である 1924 年船荷証券統⼀条約（ハーグ・ルール）における危険品規

定について説明し、上記の英国コモン・ローにおいて形成された判例と条約との関係性
を考察する。 

 ・国際機関による公法的条約における危険品規制（IMDG Code の制定と SOLAS 条約）
の形成について、解説する。 

 ・近時の英⽶判例においては、従来の英国コモン・ローの流れと、国際条約であるハー
グルールとの解釈上の問題点にかかわる重要な判断が下されたことを説明し、合わせ
て、同じコモン・ロー法域である⽶国の動向についても触れる。 

 ・英国・⽶国の近時の判例動向を踏まえ、わが国等の各国の状況について説明する。 
Ⅲ 国際航空輸送における危険品法制 

・モントリオール条約における危険品にかかわる規定や学説について説明する。 
 ・ICAO や IATA における公法的条約や国際規則における危険品規定について説明す

る。 



Ⅳ 危険品法理における課題事項  
 ・上記の国際海上運送、国際航空運送における法制の発展を踏まえて、わが国の近時の

危険品における法制の動向（改正商法等）を説明し、また危険品を巡る課題事項（危険
品の範囲や責任（i.e.厳格責任主義か過失責任主義か）について、学説等を紹介した上
で、考察を進める。 

 
２）発表の⽅法 

発表に際してはパワーポイントによる資料と WORD による資料の 2 種類を準備して
おり、当⽇の時間的制約などを考慮して、いずれかを⽤いて、発表を⾏うことを予定し
ている。 
 

３）準備の状況 
上記パワーポイント資料及び WORD 草稿の準備を進めており、現在は草稿の注記事項
や内容の校正を進めており、3 ⽉下旬の発表までには準備を完了できる⾒込みである。 
 
                                  以上 
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